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広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

 

広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
当
該
文
書
等
を
施
行
す
る
順
序
に
従
い
、
会
計
年
度
ご
と
の
一
連
番
号
」
を
「

会
計
年
度
ご
と
に
、
原
則
と
し
て
起
案
文
書
ご
と
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た

だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
合
同
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
帳
票
に
よ
り
付
け
る
も
の

と
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
、
訓
令
」
を
「
及
び
訓
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
「
広
島
県
監
査
委

員
訓
令
」
を
「
及
び
「
広
島
県
監
査
委
員
訓
令
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条 

削
除 

第
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
職
員
が
見
や
す
い
場
所
へ
備
え
て
お
く
」
を
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に

登
録
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
個
人
情
報
保

護
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
写
さ
せ
て
」
を
「
転
写
さ
せ
て
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
管
理
規
程
」
を
「
原
則
と
し
て
管
理
規
程
」
に
、
「
に
記
載
し
て
」
を
「
を
作
成
し
、

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
て
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
電
子
決
裁
に
よ
る
場
合
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
電
子
決
裁
に
よ
ら

な
い
場
合
は
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
起
案
用
紙
の
書
式
及
び
必
要
事
項
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
関

連
書
類
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
、
電
子
決
裁
に
よ
り
決

裁
を
受
け
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
起
案
用
紙
を
用
い
る
こ
と
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

決
裁
に
緊
急
を
要
す
る
も
の
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
持
ち
回
っ
て
決
裁
を
受
け

る
も
の
又
は
シ
ス
テ
ム
上
の
障
害
若
し
く
は
運
用
保
守
等
に
よ
り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し

て
い
な
い
と
き
に
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の 

管
理
規
程
に
よ
る
起
案
用
紙
を
用
い
る
。 

第
二
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
起
案
は
、
決
裁
を
受
け
た
後
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
標
題
、
案

の
要
旨
等
必
要
事
項
の
登
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
施
行
」
を
「
処
理
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
事
案
」
を
削
る
。 

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条 

削
除 

第
二
十
九
条
第
四
項
中
「
適
法
」
を
「
適
正
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

長
期
保
存
文
書
目
録
及
び
」
を
削
る
。 

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
「
又
は
決
定
」

を
削
り
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
広
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報

保
護
条
例
」
に
、
「
同
条
例
」
を
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
中
「
決
定
」
を
「
決
定
等
」
に
改
め
、
同
欄
第
五
号
及

び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
又
は
情

報
公
開
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
に
対
す
る
処
分 

六 

個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決

定
等
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の

訂
正
決
定
等
及
び
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個

人
情
報
の
利
用
停
止
決
定
等 

別
表
第
一
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開

示
決
定
等
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個

人
情
報
の
訂
正
決
定
等
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
決
定
等
又
は
個
人
情
報
保
護
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
有

個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の

訂
正
の
請
求
若
し
く
は
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用

停
止
の
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
に
対
す
る
処
分 

 

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
号
を
別
記
様
式
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


